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ご質問のとおり、お考え下さい。撤去範囲である余剰ガス燃焼装置及び消化ガス配管
内部の消化ガスは、本工事前に除却されているものとの
考えでよろしいでしょうか。

特記仕様書23頁（ｅ）ダイオキシン類濃度測定（ガス状物質）に
て、『また撤去工事後に、ダイオキシン類が含まれている機器
周辺の大気中及び焼却炉・しさ焼却炉・電気集塵機内部のガス
状物質及び粒子状物質のダイオキシン類濃度測定の調査を行
う。』と記載がありますが、撤去工事中に機器周辺の測定をす
るという認識で宜しいでしょうか。

ご質問のとおり、お考え下さい。

ご質問のとおり、お考え下さい。
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特記仕様書23頁（ｈ）粉じん濃度測定（空気中、Ｂ測定）、（ｉ）粉
じん濃度測定（空気中、併行測定）での機器内部の測定３箇所
は、撤去工事前の測定が対象であり、撤去工事中の測定は対
象ではないという認識で宜しいでしょうか。

回　　　　答質疑事項

特記仕様書23頁（ｆ）ダイオキシン類濃度測定（微細粒子）にて、
『撤去工事前・後に、ダイオキシン類が含まれている機器周辺
の大気中及び焼却炉・しさ焼却炉・電気集塵機内部の微細粒
子のダイオキシン類濃度測定の調査を行う。』と記載がありま
すが、撤去工事前に機器周辺及び焼却炉・しさ焼却炉・電気集
塵機内部の測定を、撤去工事中に機器周辺の測定をするとい
う認識で宜しいでしょうか。
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図面E-2にて、自家発動力盤（３）の予備ブレーカーを猪名川放
流口ゲート盤に名称変更するとありますが、自家発動力盤（３）
の既設メーカーをご教示願います。

自家発動力盤（３）は、富士電機株式会社製の盤です。
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No 質疑事項 回　　　　答
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機械基礎、土間、施設基礎、専焼ボイラ室等の構造物は、残置
と考えて宜しいでしょうか。

ご質問のとおり、機械基礎、土間、施設基礎、専焼ボイラ室は残置とお考
え下さい。
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